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第３ 議案第13号 1

第４ 議案第14号 ４

第５ 議案第15号 11

第６ 12

門真市教育委員会第８回定例会

令和３年８月26日（木）午後１時30分

本 館 ２ 階 大 会 議 室

門真市奨学条例の廃止の申出について

会期の決定

会議録署名委員の指名

令和３年度教育費補正予算の見積り申出について

門真市教育委員会点検・評価報告書の提出について

諸報告

件　　　　　　　　　　名



議案第13号 

門真市奨学条例の廃止の申出について

門真市奨学条例（平成５年門真市条例第６号）の廃止を次のとおり門真市長に申し

出るにつき、教育委員会の議決を求める。 

令和３年８月26日 提出 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   

提案理由 

 国及び大阪府の就学支援金制度の拡充等により、本市における奨学金制度の役割を

終えたと判断したことから、同条例を廃止するにつき、本案を提出するものである。
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   門真市奨学条例を廃止する条例 

 門真市奨学条例（平成５年門真市条例第６号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現にこの条例による廃止前の門真市奨学条例の規定により奨

学金の支給を受けている者については、同条例第５条から第８条までの規定は、な

おその効力を有する。 

 （門真市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正） 

３ 門真市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年門真市条

例第27号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示す

ように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

 実施機関 事務   実施機関 事務  

～  略   ～  略  

    15 教育

委員会

門真市奨学条例（平成５年門

真市条例第６号）による奨学

金の支給に関する事務で

あって規則で定めるもの 

別表第３（第５条関係） 別表第３（第５条関係）

別表第１の右欄に掲げる事務に係るもの 別表第１の右欄に掲げる事務に係るもの

 情報照会 事務 情報特定個人情  情報照会 事務 情報特定個人情
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改正後 改正前 

 実施機関 提供

実施

機関

報   実施機関 提供

実施

機関

報  

 略   略  

    ２ 教育

委員会

門真市奨学

条例による

奨学金の支

給に関する

事務であっ

て規則で定

めるもの 

市長住民票関係

情報又は地

方税関係情

報であって

規則で定め

るもの 
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議案第14号 

令和３年度教育費補正予算の見積り申出について

令和３年度教育費補正予算の見積りを次のとおり門真市長に申し出るにつき、教育

委員会の議決を求める。 

令和３年８月26日 提出 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   
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歳入

（款）国庫支出金 （項）国庫補助金

区分 金額

千円 千円 千円

民生費国庫補
助金

100
子ども・子育て支援交
付金

100 100

（款）府支出金 （項）府補助金

区分 金額

千円 千円 千円

民生費府補助
金

100
子ども・子育て支援交
付金

100 100

教育費府補助
金

422
教育支援体制整備事業
費補助金

△ 250 △ 250

市町村医療的ケア等実
施体制サポート事業補
助金

672 672

令和３年度教育費補正予算見積書

教育支援体制整備事業費補助
金
【公立幼稚園運営事業】

市町村医療的ケア等実施体制
サポート事業補助金
【特別支援教育推進・看護師配
置事業】

目 補正額
節

説明

子ども・子育て支援交付金
【公立幼稚園運営事業（新型コ
ロナ対策）】

子ども・子育て支援交付金
【公立幼稚園運営事業（新型コ
ロナ対策）】

目 補正額
節

説明
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（款）市債 （項）市債

区分 金額

千円 千円 千円

教育債 15,300
学校教育施設等整備事
業債

15,300 1,900

1,600

1,800

2,100

2,200

1,900

2,000

1,800

門真小学校校舎屋上防水改修
整備事業債
【小学校施設整備事業】

目 補正額
節

説明

第二中学校校舎屋上防水改修
整備事業債
【中学校施設整備事業】

第三中学校校舎屋上防水改修
整備事業債
【中学校施設整備事業】

速見小学校校舎屋上防水改修
整備事業債
【小学校施設整備事業】

古川橋小学校校舎屋上防水改
修整備事業債
【小学校施設整備事業】

東小学校校舎屋上防水改修整
備事業債
【小学校施設整備事業】

門真みらい小学校校舎屋上防
水改修整備事業債
【小学校施設整備事業】

四宮小学校校舎屋上防水改修
整備事業債
【小学校施設整備事業】
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歳出

（款）教育費 （項）教育総務費

事業名１

事業名２

千円 千円

教育振興費 145 ○学校教育の推進

適応指導教室等運営事業
（新型コロナ対策）

156

145

教育センター
費

2,857 ○学校教育の推進

学力向上事業

2,580

2,044

436

100

学力向上事業
（新型コロナ対策）

277

118

159

報酬

旅費

費用弁償

報酬

会計年度任用職員

職員手当等

期末手当

令和３年度教育費補正予算見積書

目 補正額 説明

役務費

会計年度任用職員

職員手当等

通信運搬費

期末手当
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（款）教育費 （項）小学校費

事業名１

事業名２

千円 千円

学校管理費 43,435 ○学校施設と教育環境の充実

小学校施設整備事業

15,604

門真小学校校舎屋上防
水改修工事実施設計業
務委託料

2,606

古川橋小学校校舎屋上
防水改修工事実施設計
業務委託料

2,228

東小学校校舎屋上防水
改修工事実施設計業務
委託料

2,435

門真みらい小学校校舎
屋上防水改修工事実施
設計業務委託料

2,810

四宮小学校校舎屋上防
水改修工事実施設計業
務委託料

2,943

速見小学校校舎屋上防
水改修工事実施設計業
務委託料

2,582

学校施設営繕事業

27,831

施設等修繕料 27,831

目 補正額 説明

委託料

各種業務委託料（資
産）

需用費

修繕料
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（款）教育費 （項）中学校費

事業名１

事業名２

千円 千円

学校管理費 15,425 ○学校施設と教育環境の充実

中学校施設整備事業

5,282

第二中学校校舎屋上防
水改修工事実施設計業
務委託料

2,780

第三中学校校舎屋上防
水改修工事実施設計業
務委託料

2,502

学校施設営繕事業

10,143

施設等修繕料 10,143

（款）教育費 （項）幼稚園費

事業名１

事業名２

千円 千円

幼稚園管理費 300 ○就学前教育・保育の充実

公立幼稚園運営事業
（新型コロナ対策）

300

△ 4

園用備品費 304

需用費

委託料

各種業務委託料（資
産）

需用費

目 補正額 説明

備品購入費

少額物品購入費

消耗品費

修繕料

目 補正額 説明
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211,400

普通貸借

又は

証券発行

８．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び地方公共

団体金融機構資

金について、利

率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率）

５年以内据置かつ３

０年以内に半年賦及

び年賦元利均等又は

半年賦及び年賦元金

均等の方法で償還す

る。

ただし、市財政の都

合により据置期間及

び償還期間を短縮

し、又は繰上償還若

しくは低利に借換え

することができる。

226,700

普通貸借

又は

証券発行

８．０％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び地方公共

団体金融機構資

金について、利

率の見直しを

行った後におい

ては、当該見直

し後の利率）

５年以内据置かつ３

０年以内に半年賦及

び年賦元利均等又は

半年賦及び年賦元金

均等の方法で償還す

る。

ただし、市財政の都

合により据置期間及

び償還期間を短縮

し、又は繰上償還若

しくは低利に借換え

することができる。

211,400 226,700

学 校 教 育 施 設 等 整 備

償 還 方 法
起 債 の 目 的

限 度 額

計

地方債補正

起債の方法 利 率 償 還 方 法

 千円

起債の方法 利 率 限 度 額

 千円

 変　　更

補正前 補正後
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議案第15号 

門真市教育委員会点検・評価報告書の提出について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条第１項の

規定により門真市議会に門真市教育委員会点検・評価報告書を提出するにつき、教育

委員会の議決を求める。 

令和３年８月26日 提出 

門真市教育委員会教育長 久木元 秀平   

提案理由 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第26条第１項の

規定により別添の門真市教育委員会点検・評価報告書を門真市議会に提出するにつき、

本案を提出するものである。
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諸　報　告

番　号 報　　告　　事　　項

１ 令和３年度門真市教育研究指定校について

２ 令和４年度門真市立幼稚園児の募集について
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